
23年第４回定例会提出議案 

 

■ 12月９日 付議事件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

議案第42号   市道路線の認定につい

て 

１ 開発行為による道路の帰属に伴う路線の認定 

２ 認定路線 １路線 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第43号   門真市立青少年運動広

場及び門真市立テニス

コートの指定管理者の

指定について 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

⑴ 門真市立青少年運動広場 

⑵ 門真市立テニスコート 

２ 指定管理者に指定する団体 

  奥アンツーカ株式会社 

３ 指定期間 

  平成24年４月１日から平成27年３月31日まで 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第44号 住居表示を実施する市

街地の区域及び当該区

域における住居表示の

方法について 

住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第

３条第１項の規定に基づき、住居表示を実施する市

街地の区域及び当該区域における住居表示の方法を

定めるもの 

１ 区域 門真市大字三ツ島、大字薭島及び大字桑

才の一部地域 

２ 方式 街区方式 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第45号 （仮称）門真市立統合

中学校整備ＰＦＩ事業

に係る特定事業契約の

一部変更について 

 

平成22年門真市議会第１回定例会において議決を

得た本協定の一部を変更するもの 

変更内容  契約金額「 2,741,093,168円」を

「2,721,003,393円」に変更するもの 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第46号 門真市立旧第六中学校

運動広場条例の制定に

ついて 

１ 要旨 スポーツ及びレクリエーションを通じて

市民の心身の健全な育成と豊かな市民生活の向上

を図るため、門真市立旧第六中学校運動広場を門

真市中町１番25号に設置するもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第47号 門真市立運動広場条例

の全部改正について 

１ 要旨 指定管理者の指定期間の満了に伴い、直営施

設に変更するもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第48号 特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一

部改正について 

１ 要旨 青少年相談員を廃止するもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第49号 門真市保健福祉センタ

ー条例の一部改正につ

いて 

１ 要旨  

⑴ 次の表に掲げる施設の休館日のうち、年末年始

の期間を改めるもの 

① 門真市保健福祉セン

ター（②から④までを

除く部分） 

② 障害者福祉センター 

「12月29日から翌年

の１月３日までの

日」（現行 12月30

日から翌年の１月４

民生常 

任委員 

会 

 



（ミーティングルーム等） 日までの日） 

③ 診療所（障害者歯科）  

④ 障害者福祉センター

（生活介護等事業及び日

中一時支援事業） 

「１月１日から同月

３日までの日」（現

行 １月１日から同

月４日までの日） 

 ⑵ 障がい者制度改革推進本部等における検討を

踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に

おいて障害者等の地域生活を支援するための関

係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71

号)による障害者自立支援法の一部改正に伴

い、引用条項の整備を行うもの 

２ 施行日 １⑴にあっては平成24年４月１日、１

⑵にあっては公布の日 
議案第50号 門真市立老人福祉セン

ター条例及び門真市高

齢者ふれあいセンター

条例の一部改正につい

て 

１ 要旨 次に掲げる施設の休館日を「12月29日から

翌年の１月３日までの日」（現行 ⑴及び⑵は12月30

日から翌年の１月４日までの日、⑶は12月29日から翌

年の１月５日までの日）に改めるもの 

⑴ 門真市立老人福祉センター 

⑵ 門真市高齢者ふれあいセンター 

⑶ 門真市地域高齢者交流サロン 

２ 施行日 平成24年４月１日 

民生常 

任委員 

会 

 

議案第51号 門真市立放課後児童ク

ラブ条例の一部改正に

ついて 

１ 要旨 門真市立北小学校放課後児童クラブ及び

門真市立浜町中央小学校放課後児童クラブを統合

し、門真市立門真みらい小学校放課後児童クラブ

を設置するもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

民生常 

任委員 

会 

 

議案第52号 門真市立市民公益活動

支援センター条例の一

部改正について 

１ 要旨 門真市立市民公益活動支援センターの休

館日のうち、年末年始の期間を「12月29日から翌年の

１月３日までの日」（現行 12月30日から翌年の１月

４日までの日）に改めるもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

民生常 

任委員 

会 

 

議案第53号 門真市道路占用料徴収

条例の一部改正につい

て 

１ 要旨 道路占用料を徴収する占用物件に自転車

等を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の

器具を加えるもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第54号 門真市民文化会館条例

の一部改正について 

１ 要旨  

 ⑴ 大ホールの使用料を改定するとともに、ホー

ル等の使用料に新たにホワイエ及びパントリー

を加えるもの 

 ⑵ 門真市民文化会館の休館日のうち、年末年始の

期間を「12月29日から翌年の１月３日までの日」

（現行 12月30日から翌年の１月４日までの日）に

改めるもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 



議案第55号 門真市立市民交流会館

条例等の一部改正につ

いて 

１ 要旨 次に掲げる施設の休館日等を「12月29日か

ら翌年の１月３日までの日」（現行 ⑴は12月30日か

ら翌年の１月４日までの日、⑵及び⑶は12月29日から

翌年の１月５日までの日）に改めるもの 

⑴ 門真市立市民交流会館 

⑵ 門真市立青少年運動広場 

⑶ 門真市立テニスコート 

２ 施行日 平成24年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第56号 平成23年度門真市一般

会計補正予算(第３号) 

 既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ 3,733千

円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

52,416,661千円とする。 

 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

国庫支出金・国庫負担金  △227,760千円 

国庫支出金・国庫補助金   32,568千円 

府支出金・府負担金    △15,515千円 

府支出金・府補助金     89,674千円 

繰入金・基金繰入金     △90,000千円 

市債・市債         207,300千円 

 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳）  

総務費・総務管理費     6,825千円 

総務費・徴税費       11,000千円 

民生費・社会福祉費     49,700千円 

民生費・児童福祉費   △255,991千円 

衛生費・保健衛生費    △1,000千円 

衛生費・清掃費      △7,809千円 

土木費・道路橋りょう費   △675千円 

土木費・河川費      △1,586千円 

土木費・住宅費       △735千円 

教育費・教育総務費     9,211千円 

教育費・中学校費     175,046千円 

教育費・幼稚園費      9,135千円 

教育費・社会教育費    △1,809千円 

予備費・予備費       4,955千円 

 

⑶ 債務負担行為の補正 

 追加分 

  目的 公用車運転業務委託（２） 

  期間 平成23年度～平成26年度 

  限度額 15,057千円 

 

  目的 電話交換業務委託 

  期間 平成23年度～平成26年度 

  限度額 39,282千円 

 

民生常 

任委員 

会 

 

建設文 

教常任 

委員会 

 

総務水 

道常任 

委員会 

 



  目的 市税徴収コールセンター業務委託 

（２） 

  期間 平成23年度～平成26年度 

  限度額 10,455千円 

 

  目的 放課後児童クラブ運営業務委託（８） 

  期間 平成23年度～平成26年度 

  限度額 184,896千円 

 

  目的 保育料徴収コールセンター業務委託 

  期間 平成23年度～平成26年度 

  限度額 7,205千円 

 

  目的 英語教育活動業務委託 

  期間 平成23年度～平成24年度 

  限度額 28,000千円 

 

  目的 幼稚園空調設備整備事業 

  期間 平成23年度～平成24年度 

  限度額 7,179千円 

 

  目的 体育施設指定管理委託（２） 

  期間 平成23年度～平成26年度 

  限度額 13,124千円 

 

⑷ 地方債の補正 

 変更分 

  目 的 退職手当 

  限度額 560,000千円 → 706,300千円 

 

  目 的 門真第３水路整備 

  限度額 6,400千円 → 8,200千円 

 

  目 的 学校教育施設等整備 

  限度額 656,000千円 → 715,200千円 
議案第57号 平成23年度門真市国民

健康保険事業特別会計

補正予算(第４号) 

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

138,165 千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ22,629,615千円とする。 

 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

前期高齢者交付金・前期高齢者交付金   

492,777千円 

諸収入・雑入      △354,612千円 

 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

諸支出金・償還金及び還付加算金     

民生常 

任委員 

会 

 



138,165千円 

 

⑶ 債務負担の補正 

追加分 

   目的 保険料徴収コールセンター業務委託 

（２） 

   期間 平成23年度～平成26年度 

   限度額 12,966千円 
議案第58号 平成23年度門真市公共

下水道事業特別会計補

正予算(第２号) 

 既定の歳出予算の総額 5,937,133千円の範囲内で

更正する。 

 

歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・下水道総務費    10,492千円 

予備費・予備費      △10,492千円 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第59号 平成23年度門真市後期

高齢者医療事業特別会

計補正予算(第１号) 

 債務負担行為の補正 

追加分 

   目的 保険料徴収コールセンター業務委託 

期間 平成23年度～平成26年度 

   限度額 2,718千円 

民生常 

任委員 

会 

 

 


